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イギ リス石炭産業の団体交渉 と労使関係

木 村 牧 郎

1.は じ め に

1.1研 究 の課題

本稿の 目的は賃金制度や団体交渉制度の変化が労使間のパワーバランスにどのような影響を

及ぼすかを考察することである.木 村(2005)で は,イ ギリス石炭産業における機械化の進展

とパワーバ ランスの変化 との関連性 についての分析を試みた.こ の際 機械化が及ぼす影響を

「労働力(熟 練と量)」 「雇用 ・労務管理」「賃金制度」「団体交渉制度」の四つの側面に分け,

それぞれの側 面か らパ ワーバ ランスについて考察す ることが必要 であると述べ た1).木 村

(2005)で は,こ の うち 「賃金制度」 と 「団体交渉制度」以外の側面について考察を行った2).

よって本稿では残された二つの課題について最終的な結論を導 き出す.

では機械化の進展 と 「賃金制度」や 「団体交渉制度」との間にはどのような関連性があるの

だろうか.ま ず賃金に関していえば,次 のようになる.機 械化が進む と,経 営側は作業量や作

業速度を管理することができるようになる.こ のため,賃 金制度を 「出来高給」 と 「時間給」

に分類するとすれば,機 械化により 「出来高給」→ 「時間給」へ と移行するのが一般的である.

石炭産業 も例外 ではな く,1950年 代後半か らこの ような変化が生 じた.し か しその一方で

1978年 には能率刺激給が導入 され,賃 金の一部が再び出来高給 となった.こ うした変化の背景

には機械化以外の要因が複雑に関係 している.

団体交渉制度の変化は,上 記のような賃金制度の変化 に関連づけられる.石 炭産業の時間給

賃率の決定は産業 レベルの交渉に委ね られる.そ こで決め られた賃率はすべての炭鉱労働者に

適用される.よ ってこれを集権的交渉と呼ぶことがで きる.逆 に出来高給や能率刺激給の場

合,地 域交渉の合意内容 にもとつ く賃金制度であ り,地 域協約が下位 レベル(炭 鉱 レベル)の

1)イ ギ リス にお い て は,機 械 化 が 影 響 を及 ぼす 範 囲 を労 働 力 の熟 練 と量 に の み限 定 した研 究 が 多 くみ られ

た(Burnsetal(1983),Edwards　 and　Heery(1989)な ど).こ れ に対 し,木 村(2005)で は機械 化 が 及 ぼ

す 影響 の対 象 を広 げ る こ とに よっ て,労 使 関係 の 変化 を よ り トー タ ルに捉 え る こ とが で き る と考 え た.

2)「 労働 力」 「雇 用 ・労 務 管 理」 につ い て は,経 営 側 にパ ワー バ ラ ン スが傾 い た と結 論づ けた 。
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交渉を規定 している.こ れは分散的交渉 と呼ぶことができる.

以上のように,機 械化の進展による賃金制度の変化があ り,さ らに賃金制度の変化に対応 し

て団体交渉の変化が促 される.こ うした一連の変化の結果,労 使間のパワーバランスにはどの

ような影響があるのか.本 稿では,そ の影響 を二つの側面か らみる.

一つは職場交渉や職場規制の変化である.職 場規制 とは,「職場の労働量,仕 事の方法 と組織

規則 などを 『協約された,も しくは慣行化 されたルール』として職場委員が支配する営み」で

ある3).職 場における労働組合活動の実態 とその変化を考察することでパ ワーバ ランスを浮 き

彫 りにする.

二つ 目は労働争議の変化 をみることである.労 働争議の変化は,職 場だけでなく産業全体の

労働運動を反映 してお り,そ れを分析することにより,職 場の枠 を越えた産業規模のパ ワーバ

ランスを考察することが可能 となる.

1.2対 象時期 と時期 区分

上記の課題について結論を導 き出すにあたって,研 究対象時期 についての時期区分を行う.

まず対象時期は1947年 から1983年 まで とする.始 点の1947年 は産業が国有化 され,関 連省

庁の もと石炭生産が再編成 された年である.終 点の1983年 は産業の合理化 をめぐる炭鉱ス ト

ライキ(1984～85年)が 起 きた前年である4).こ のス トライキの規模や意義を考慮すると,本 稿

の分析 にはそ ぐわないため,1983年 までを一区切 りとした.

時期区分は市場の動向や機械化の進展に従い,表1に あるように三つに区分した.ま ず,第

一期が1947～57年 までである.こ の時期の市場動向について,石 炭市場では需要超過,労 働市

場では供給不足の状態であった.機 械化についてみると,イ ギリスでは採炭作業か ら重点的に

進 められていた一方で,運 搬な どの補助 的作業については機械化が遅れていた時期である

(Ashworth(1986),p.74).

表1研 究対象 期 間(1947～83年)の 時期 区分

第一期

第二期

第三期

対象年

1947～57年

1958～78年

1979～83年

市場動向[石 炭市場/労 働市場]

需要超過/人 手不足

産業規模縮小/完 全雇用の維持

炭鉱効率化 ・合理化/失 業の増大

機械化

部分的導入

フ ルセ ッ ト化

進展 なし

経営管理

未発達

経営権の確立

経営権強化

(出所)筆 者作成.

3)熊 沢(1976),7頁 参照.職 場委員 とは労働者集団によって選 出される職場組織の代表である.石 炭産業

の場合,NUM炭 鉱支部役員が筆頭交渉者であ り,職 場委員に相当する(Clegg(1979),邦 訳26頁).

4)こ のス トライキはイギ リス労使関係の転換点 と位置付け られ,日 本で も多 くの論者が紹介 した.例 えば

田口(1989),戸 塚(1986)や 早川氏による一連の レポー ト(後 掲の参考文献 リス ト参照)が あげられる.
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第二期は1958～78年 までである.こ の時期は,エ ネルギー政策の転換による要員削減や炭

鉱閉鎖があ り,産 業規模が縮小 した時期である.し かし当時の労働市場は完全雇用を維持 して

お り,炭 鉱閉鎖に対する組合の反対は少なかった.ま た採炭作業以外の作業について機械化が

進み,ほ ぼフルセ ット化 された.さ らに坑内作業全般が機械化 されたことにともない,こ の期

を通じて経営管理が確立した.

第三期は1979～83年 までである.1979年 以降,サ ッチャー政権の誕生により産業民営化が

検討 され,炭 鉱の効率化 ・合理化が より一層求め られた.ま た完全雇用が破綻 し,失 業率は

1970年 代後半か ら上昇 した.機 械化についてはとくに目立った変化はみられないが,効 率化 ・

合理化の観点か ら経営権の強化がより進んだといえる.

2.石 炭産業の団体交渉制度

2.1雇 用主 と労働組合

(a)雇 用主

研究対象期間における石炭産業の雇用主は全国石炭庁(NationalCoalBoard,以 下NCBと 略

記)で ある.NCBは 石炭産業国有化法によ り石炭の採掘及び取得 に対する独 占権 を得た.

NCBは 総裁,副 総裁を含む12名 の役員で構成 される.役 員人事は資源エネルギー大臣の指名

により決められ,メ ンバーは5年 おきに改定される.

NCBの もとに管轄の広い順 に,「地方石炭庁」「地域支所」「炭鉱」という単位がある.地 方石

炭庁 は炭田の存在するイングランド10地 域 とスコットラン ド,サ ウス ・ウェールズの計12ヶ

所 に設置されている.総 裁など6名 の役員からなり,管 轄内の投資計画,マ ーケティング,労

働組合との協議 ・交渉などを執 り行なう.

地域支所は地方石炭庁の もとに4～9ヵ 所程度設置される.地 域総合経営者のもと生産,財

務 人事 ・労務 マーケティング,安 全管理 など各専門の担当者で構成される.

炭鉱は生産活動の拠点である.各 炭鉱には炭鉱経営者が選任 され,安 全管理や出来高給賃率

の交渉,そ の他の炭鉱経営全般を担 う.1950年 代には800以 上の炭鉱が存在したが,合 理化に

より,そ の数は激減 し,1980年 には219鉱 が存在するのみであった.

(b)労 働組合

石炭産業には複数の労働組合が存在するが,最 も代表的な労働組合 は全国炭鉱労働者組合

(National　Union　of　Mineworkers,以 下NUMと 略記)で ある.NUMは1980年 で組合員約20

万人を有する.組 織化の対象は炭鉱労働者のほか,坑 外作業場の専 門工や職長,エ ンジニア,

事務職の一般労働者など幅広い.

NUMは 「全国」「地方」「炭鉱」という三つの組織単位か らなる.全 国組織 には意志決定機関
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〈使用者側〉

NCB

全国石炭庁

交渉機構

全国調停委員会

全国交渉委員会(JNNC)

全国仲裁委員会(NR

〈労働組合〉

NUM

全国組織

DCB

地方石炭庁

地方調停委員会

地方交渉、協約解釈、苦情

処理

NUM

地方支部

個別炭鉱

経営者
炭鉱調停委員会

苦情処理、仲裁

NUM

炭鉱支部

(出 所)津 田真 激

(1970)『 労使関係

の国際比 較一35力

国の比較 研究 』日

本労働協 会,70頁

修正 ・加筆有 り.

図1石 炭産業の団体交渉

である全国代議員大会,執 行機関である全国執行委員会,そ して対NCB交 渉の筆頭交渉者で

ある全国役員とい う三つの機関で運営される.

地方組織は地方支部(エ リア)と 呼ばれる.地 域ごとに14の 支部が設置され,そ れぞれ独 自

の財源 と組合規約を有する`).意 志決定機関は,次 に述べる各炭鉱支部の代表で構成されるエ

リア評議会である.ま た専従のエリア役員が地域交渉の筆頭交渉者である.

炭鉱組織は炭鉱支部(ブ ランチ)と 呼ばれる.役 員ポス トは支部長,支 部書記長,支 部代議

員,財 務の四つであ り,非 専従であることが多い6).役 員のうち1名 が対炭鉱経営者交渉の筆頭

交渉者となる.な お代議員は地方支部の評議会に出席 し,地 方 と炭鉱のパイプ役 となる.意 志

決定機関は支部委員会であ り,幾 つかの専門委員会 に分類 される.NUMはNCBの 承認 を得

て,す べての炭鉱に支部を設置 している.炭 鉱支部は職場組織の代表であり,職 場規制の担い

手 といえる(Clegg(1979),邦 訳26頁).

2.2交 渉 レベ ル

図1に 示 した よ うに 同 産 業 の交 渉 制 度 は 「全 国 」,「地 方 」,「炭 鉱 」 とい う三 つ の交 渉 単 位 か

らな る.な お 石 炭 産 業 で は 団体 交 渉 制 度 を 「調 停 制 度 」Conciliation　 Schemeと 呼 ん で お り,こ

れ は協 約 の 策 定 や 改 定,労 働 条 件 の 交 渉 と と もに,集 団 的 な 紛 争 処 理 を併 せ もっ た 制 度 で あ る.

(a)全 国調 停 委 員 会National　 Conciliation　 Board

1946年 の 全 国 調 停 制 度 協 約 に よ っ てNUMは 全 国 交 渉 の 権 利 を確 立 した.全 国 調 停 委 員 会

は 交 渉 機 関 と仲 裁 機 関 に 分 類 さ れ る.交 渉 機 関 で あ る全 国 交 渉 委 員 の 交 渉 事 項 は賃 金,労 働 時

間,各 種 休 暇,付 加 給 付 な ど で あ る.全 国交 渉 が 不 調 と な っ た場 合,任 意 の 仲 裁 機 関 で あ る全

5)こ れに加 え,事 務職労働者を組織するCOSAな ど職業的な分類 による支部が六つあ る.

6)地 域 間の慣行の違 いにより多様である.例 えば ヨークシャーでは専従役 員であるこ とが一般的であ る.
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表2日 給制導入に関するイギリス石炭産業の労使協約

合意年

1955年

1966年

1971年

協約の名称

日給制協 約

自動積込機 に関する協約

日給制に関す る第三協約

主な適用対象職種

坑外労働者,切 羽以外の坑 内労働者

切羽労働者,切 羽の専門工

坑道掘進労働者

対象人数

約30万 人(56%)

約12万 人(34%)

?

°

(出 所)McCormick(1979),pp.92-102.及 びpp.119-129.よ り作 成

(注)1:「 対 象 人 数 」 は推 定,カ ッコ内 は合 意 年 の全 炭 鉱 労 働 者 に 占め る協 約 適 用 者 の割 合.

2:「 切 羽」 は採 炭 され る炭 層 の こ とで あ り,「 坑 内 」 は地 下職 場,「 坑 外 」 は地 上 職場 を さ

す。 ま た,坑 道掘 進 労 働 者 は トンネ ル作 業 職種 ので あ り,切 羽 労 働 者 と同 等 の熟 練 工

で あ る.

国仲裁委員会が設置 される.こ の仲裁委員会 による裁定は両当事者に対 し拘束力を持つ.

(b)地 方調停委員会Divisional　Conciliation　Board

佐藤(1963)に よれば地方調停委員会の機能は苦情処理や協約の解釈をめぐる紛争解決に定

される7).し か し,先 述した能率刺激給は地域協約に基づ く賃金制度であ り,こ れは同委員会が

自律的に交渉機能を有 していたことを物語っている.ま た,交 渉や紛争処理が不調に終わった

場合 には全国レベルの協議に移 される.

(c)炭 鉱調停委員会Colliery　Conciliation　Board

炭鉱 レベルの交渉は炭鉱調停委員会 と呼ばれ,そ の機能は炭鉱内の紛争処理が主である8).

そのプロセスは六つの段階からなる.第1～3段 階は労働者本人 と直属の上司による話 し合い

が,時 に支部役員 も交えなが ら,な される.第4段 階として炭鉱経営者 と支部役員による炭鉱

会議pit　meeting,第5段 階として地方調停委員会による仲裁,最 終段階 として第三者機関であ

る炭鉱仲裁者Pit　Umpireの 裁定 による解決が諮 られる.し かしそれで もなお未解決の場合に

は地方調停委員会に協議の場 を移 し,解 決が 目指 される.炭 鉱調停委員会は1960年 代後半か

ら紛争処理機能を高め,頻 発 していた労働争議の抑制効果を発揮 した(Winterton(1983),p.

16.).

2.3賃 金交渉 の例

前節で述べたように石炭産業の団体交渉は三つの交渉レベルからなる.本 節では先述 した時

期区分をもとに,賃 金交渉を例 としてその変遷を整理する.

(a)第 一期(1947～57年)

戦前か らの名残 として,出 来高給が継続 して労働者に適用されていた.ま た同一炭鉱内で も

切羽(採 炭現場)に よって切賃が異なるといったように,賃 金制度の未整備 もともない,交 渉

7)佐 藤(1963),16頁 参 照.

8)前 掲 書,16頁 参照.
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単位が分散化 されていた9).

しか し1955年 にNCBに よる職務調査が行われた結果,職 務内容が約350に 整理され,職 務

記述一覧表にまとめ られた.こ れをもとにNCBは すべての炭鉱労働者 を適切な職務に分類

し,職 務に応 じて定義 された時間賃率を設定 した.こ れにともない,表2に あるように坑外労

働者と一部の坑内労働者 に日給制が適用され,約 半数の労働者の賃金が全国交渉で決定される

ようになった.た だし切羽労働者など,熟 練度の高い労働者には出来高給が適用され,炭 鉱 レ

ベルの賃金交渉は依然 として残 された.

(b)第 二期(1958～78年)

表2か らわかるように1966年 と1971年 の労使協約により切羽労働者や坑道掘進労働者にも

日給制が適用 された.出 来高給の廃止を規定 した,こ の二つの協約を通 じて,全 国レベルの賃

金交渉はすべての炭鉱労働者を網羅することとなった.第 二期にはこのような集権的交渉によ

り時間賃率が決定される方式が確立 した.

(c)第 三期(1979～83年)

第三期には能率刺激給 と呼ばれる出来高給が再び導入された.こ の賃金制度は地方 レベルの

交渉をベースに労使協約が締結 される.ま たその賃率は地方協約が規定するルールに従い,個

別炭鉱交渉により設定される.第 二期で確立した全国レベルの集権的交渉は依然残されている

が,能 率刺激給の導入により第三期 には賃金交渉の一部は地域別,炭 鉱別に分断されることと

なった.

3.職 場内労使関係 一職場交渉の実態 と変化

3.1職 場規制 の類型化

石炭産業における職場代表はNUM炭 鉱支部の役員である.彼 らは職場交渉者として出来高

給の切賃,諸 手当などの賃金関連やその他の労働条件,懲 戒問題,職 場事故の調査,機 械設備

の導入に関する意見交換 など,幅 広い事柄 を扱 う.つ まり支部役員は組合員の利害を保護する

ために,職 場交渉を通 じて経営施策に対する規制行為 を営む.こ のような職場規制は以下のよ

うに 「要求」「異議」「拒否」 という三つに類型化できる.

(a)要 求reqUeSt/Claim

組合側から経営側に対 して発議 され,組 合側が労働条件や雇用,経 営施策について改善や是

正 を要求する.採 用や人事に関する要求 もあるが,賃 上げ要求が最も典型的である.以 下に,

具体例をあげる'°).

9)労 働省労働統計調査部(1959),ll6頁.当 時産業には6500以上の異なる職務名が存在し,類似した内容

の職務であっても,それに支払われる賃率は炭鉱ごとに異なると叙述している.
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〔例1〕 ノッティンガムシャー地方a炭 鉱1974年11月

組合側が坑内の浸水状況が悪化 したとして,現 場調査 を行うように経営側に申し入れた.

またその結果次第では組合は浸水手当waterpayの 増額 を要求することを加えて述べた.

経営側は調査の実施 を約束 し,そ の調査への組合の立会いも了承 した.そ の後調査結果を

踏まえ,組 合 は手当の増額(37.5ペ ンス→70ペ ンス)を 要求 した.経 営側はこれを拒否 し

たため,地 方調停委員会に付託された.

〔例2〕 ノッティンガムシャー地方b炭 鉱,1975年9月12日

組合側は同 日に開かれた非公式会議のなかで,2名 の組合員が健康上の理由から労働負

荷の少ない職場への配置換えを希望 していることを経営側に伝 えた.経 営側はその場でこ

れを了承 し,配 置転換が認められた.

(b)異 議objection

経営者の下した決定が職場の慣行に反する,あ るいは組合員から強い反発 を生んだ場合,組

合側 は経営側に対 して決定の指 し止めを申し立てするケースである.以 下にみられるように,

経営 ・監督層の命令や決定に対する紛争が典型事例 となる.

〔例3〕 ノース ・イース ト地方c炭 鉱1975年5月29日

背中を負傷 した機械工に対 し,上 司である職場長はそのケガを知 りつつも入坑を命令 し

た.機 械工はこれを拒否 したため,当 事者を含めた協議が行われた.結 局,機 械工は入坑

に同意 し,遅 れて入坑 した.組 合側は事後処理 として,入 坑遅延時間(1時 間15分)分 の

賃金補償 を求め,経 営側は了承 した.

〔例4〕 ノース ・イース ト地方c炭 鉱,1975年1月

坑道掘進労働者である組合員は経営上の都合により,普 段行 っている職務よりもグレー

ドの低い別の職務へ回された.本 人の同意を得て行った措置であるが,支 払われた賃率は

普段よ りも低い賃率であった.こ のため組合側が非公式協議 において,異議を申し立てた.

経営側は全国協約に則った措置であるとして,こ の申し立てを不服 としたため,合 意には

至 らなかった.(そ の後の経緯については不明である.)

(c)拒 否refusal

経営側が実行 したい施策について,あ らかじめ組合支部の承認 を得ることが必要な場合に,

組合員の利益に反すると判断するならば,組 合はそれを拒否するケースがある.作 業方法の変

更や人事配置,残 業に関する意見交換 ・協議が典型例 としてあげられる.

10)こ こに紹介する事例 はクリスティン ・エ ドワーズ教授(キ ングス トン大学)が 行った調査記録 を参照 し

たものである.こ の調査 は三地域 ・八 ヶ所の炭鉱の経営者 とNUM支 部代表 を対象 とし,調 査時期 は1974

年ll月 ～1976年6月 であった。調査方法 は記録用 シー トに,① 経営者 と組合支部が面会 した 日付,② 面

会 を要求 したアクター,③ チャネル(非 公式会議/経 営協 議会/etc),④ 話 し合 われた事柄や争点,⑤ 記入

者 にとって望 ましい結果,⑥ 両当事者 にとっての重要度 ⑦結果に対す る満足 度 を記入す る方法 であ る.
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〔例5〕 ノース ・イース ト地方d炭 鉱,1975年5月30日

ここ数年,坑 内を移動する際の移動手段 としてミニバスを用いるという提案が経営側か

らなされてきた.同 日もそれが協議の議題に上がった.経 営者はこの手段 は技術的に実現

可能であ り,組 合からの了承がほ しいと述べた.し か し組合側 は移動時間の短縮が坑内労

働者の実質労働時間の延長につながるため,こ れに反対 した.こ の議論はその後,並 行線

をたどったままとな り,地 方調停委員会 に付託された.

〔例6〕 ノッティンガムシャー地方a炭 鉱1975年6月10日

同日の労使協議会のなかで経営側が雇用者の教育 ・訓練の一環として,数 名の切羽労働

者について6～8週 間程度 トンネル掘進作業 に配置換えを行 うことを組合側に要望 した.

両者は次回の話 し合いで再検討することで合意 した.三 日後の再協議で組合側は トンネル

掘進労働者の雇用が不安定になることを理由に,こ れを拒否 した.

3.2職 場交渉 の変化1〔 第一期 か ら第二期 にか けての変化〕

第一期から第二期にかけて,職 場交渉はどのように変化 したのであろう.第 一期の職場交渉

に関する文献 としてScottetaL(1963)が ある.Scottetal.(1963)は,こ の時期の職場交渉に

ついて次のような特徴 をあげている.ま ず,① 交渉の発端 となる労使紛争について,そ の当事

者は坑外労働者よりも坑内労働者,ま た坑内労働者の中で も出来高給で働 く切羽労働者がほと

んどである.② その交渉事項 としては,賃 金関連が70～80%を 占め,そ の中でも賃上げ要求が

ほとんどである.さ らに,③ 職種間や職場間の賃金格差や賃金所得額の変動 性が大 きいほど賃

上げ要求が誘発される,と いった特徴がある11).

以上のような特徴は,1966年 の 「自動積込期に関する全国協約」の労使合意により,大 きく

変化する.こ の協約により切羽労働者の賃金は出来高給か ら時間給へ移行 したか らである.特

に上記③にあるような賃金格差や変動性は生 じにくくなった.で は職場交渉はどのように変化

したのか.

表3は 第二期における議題別の職場交渉件数分布である.表 からわかるように,全 八 ヶ所の

炭鉱において賃金が議題 にのぼった回数の割合 は全項 目の中で最 も多いものの,全 体の16%に

過 ぎない.こ れ らの炭鉱では職場交渉が賃金問題に集中せず,幅 広 く職場問題をフォロー して

いることがわかる.中 でも労働時間や安全 ・作業方法,人 員配置,管 理 ・監督問題 懲戒問題

に関する交渉件数の割合が高い.

このように第一期では賃上げ要求が主要な交渉事項であったが,第 二期になると賃金以外の

交渉事項の割合が増えた.こ うした変化は職場規制の範囲の拡大 と考えられる一方で,職 場内

ll)Scottetal.(1963),p.148.
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表3炭 鉱別 の職 場交 渉事 項分 布(1974年11月 ～1976年6月)

交渉 ・協議事項

賃 金*'

労 働 時 間*2

用具,作 業服の配給

福利厚生

雇 用 管 理*3

人員配置

昇進

安全,作 業方法

経営計画

管理,監 督問題剖

懲戒問題

その他

Total

議題 に上がった回数

炭鉱

A

8

3

2

8

8

5

0

6

0

2

6

4

52

B

8

7

3

1

3

9

0

10

4

4

6

17

72

C

16

8

4

1

1

4

1

ll

2

9

9

10

76

D

5

4

7

7

5

2

0

12

2

5

14

9

72

E

7

ll

1

1

0

4

0

5

3

5

1

8

46

F

ll

10

1

0

2

3

0

1

1

1

7

2

39

G

8

4

1

10

2

2

1

2

0

6

0

12

48

H

12

4

1

0

3

10

0

1

6

5

15

3

60

Total

75

51

20

28

24

39

2

48

18

37

58

65

465

Total

(%)

16.1

ll.0

4.3

6.0

5.1

8.4

0.4

10.3

3.9

8.0

12.5

14.0

100.0

(出 所)Edwards(1978)参 照.(た だ し この表 は未 刊行.ま た一 部筆 者 に よ

る修 正 あ り.)

*1職 務 グ レー ド,諸 手 当,職 場 環 境 の 悪化 に関 す る事 項.

*2残 業時 間(水 準 と配 分),交 替 制,休 日 ・休 憩 に 関す る事 項.

*3採 用,雇 用 水準,解 雇,請 負 労 働 者 の採 用 に関 す る事 項.

*4管 理全 般,監 督者 との 紛 争 に 関す る事 項 。

で強大化する経営権に対するNUM職 場組織の反発 とも読み取れる.特 に懲戒問題や管理 ・監

督問題関連の紛争件数が多いことはこの表れである.前 節で述べた類型化の観点か らみると,

賃金関連の 「要求」が少 なくなり,経 営権に対する 「異議」や 「拒否」が相対的に増加 した と

いえる.「要求」が積極的な組合活動であるとすれば,そ れに対 して 「異議」や 「拒否」の増加

はNUMの 職場活動が守勢 に転 じたことを意味している.

3.3職 場交渉の変化H〔 第二期から第三期にかけての変化〕

既 に述べた ように1978年 に能率刺激給が導入 された.こ の出来高給の復活は職場交渉にど

のような変化 を及ぼしたのであろうか.Edwards　 and　Heery(1989)は35ヶ 所の炭鉱を対象に,

1976年 と81年 の2回 の調査から能率給導入の前後で職場規制が変化 したか どうかを調べた.

この調査は全16の 経営事項について 「決定への組合関与」「決定の変更に対する組合の影響力」

「各項 目の重要性」「決定に対する組合の異議」を炭鉱経営者 と組合支部役員の当事者意識とい

う視点か ら推計 したものである.本 節では六つの経営事項を抜 き出し,表4に 調査結果を示 し
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表4能 率刺激給導入による組合の規制の変化(A～E)

A.組 合 に よる決定 プロセ スへの 関与(組 合役 員)

経営事項

人事配置

ii.作 業集団内の作業配役

ii.能 率 給 賃 率

iv.残 業 時 間

v.懲 戒 問題

vi.安 全

1976年

2～3

2～3

3

2～3

3

2～3

1981年

2～3

1～2

2

1～2

3

2～3

変化 合支部役員に よる回答)

→
0ニ 「組 合 の独 断」

↓1ニ 「主 に組 合 が決 定 」

↓2ニ 「共 同決 定 」

↓3=「 主 に経 営 者が 決 定 」

4=「 経 営 者 の独 断」→

A.「 労使 どち らが決定 してい ると思 うか」(組

→

B.組 合 に よる決定 プロセ スへの 関与(経 営者)

経営事項

人事配置

ii.作 業集団内の作業配役

ii.能 率 給 賃 率

iv.残 業 時 間

v.懲 戒 問題

vi.安 全

1976年

2～3

3～4

4

3

3～4

3

1981年

2～3

2

2～3

2～3

3～4

3

変化B・ 「労使 どち らが決定 してい ると思 うか」(経

営者 による回答)→

0=「 組 合 の独 断」

↓1 =「 主 に組 合 が決 定 」

↓2ニ 「共 同決 定 」

↓3ニ 「主 に経 営 者が 決 定 」

→4ニ 「経 営 者 の独 断」

→

C.決 定に対 して変更を求める場合の組合影響力(経 営者)

経営事項

人事配置

ii.作 業集団内の作業配役

ii.能 率 給 賃 率

iv.残 業 時 間

v.懲 戒 問題

vi.安 全

1976年

2～3

2

2～3

2～3

2～3

3

1981年

2～3

3

3～4

2～3

2～3

3

D.各 項 目(i～vDの 重要 度(経 営 者)

経営事項

人事配置

ii.作 業集団内の作業配役

ii.能 率 給 賃 率

iv.残 業 時 間

v.懲 戒 問題

vi.安 全

1976年

2～3

2～3

2～3

2

2～3

3

1981年

3

2～3

3

2

3

3～4

変化C・ 「決定の変更 を求める組合の影響力 はどれ ほ

どか」(経 営者による回答)
→

0=「 影 響 力 な し」

↑1 =「 あ ま り感 じな い」

↑2ニ 「少 し感 じる」

→3ニ 「い くらか 感 じる」

→4ニ 「とて も感 じる」

→5ニ 「完 全 に影響 力 を感 じる」

変 化D・ 「決 定 に際 し・各項 目の 重 要度 は どれ ほ どか 」

(経営 者 に よる 回答)↑

0ニ 「ま った く重要 視 して い ない 」
→

1ニ 「少 し重 要視 してい る 」

↑2ニ 「重 要 視 して い る」

→3=「 とて も重 要視 して い る」

↑4=「 最 重 要 項 目の一 つ で あ る」

↑
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表4の つづ き

E.組 合 に よる経 営決定 へ の異議(経 営者)

経営事項

i.人 事 配置

ii.作 業集 団内の作業配役

ii。 能 率給 賃 率

iv.残 業 時 間

v.懲 戒 問題

vi。 安 全

1976年

1～2

1～2

2

1～2

2～3

1～2

1981年

1～2

1～2

2～3

1～2

1～2

1

E.「 各項 目について組合が経営決定に反対す る変化

頻度は」(経 営者 による回答)
→

0=「 ま っ た く反対 な し」

→1=「 ほ とん ど反対 な し
」

↑2=「 時 々反 対 」

→3=「 しば しば 反対 」

4=「 か な りの 頻 度 で反 対 」↓

5=「 常 時 反 対 」↓

(出 所)EdwardsandHeery(1989),pp.154-66.よ り作 成。

(注)1:サ ン プル 数 は経 営 者,組 合 役 員 各35名 ず つ。

2:1976年 の 「能 率 給 賃率 」 は 「諸手 当」 で代 替 し てい る。

た.六 つの経営事項 とは,「人事配置」「作業集団内の作業配役」「能率給賃率」「残業時間」「懲

戒問題」「安全」である12).なお1976年 に能率給は導入されていないため1976年 の 「能率給賃

率」は 「諸手当」に置 き換 えて質問されている.表 中の数値はA～Eの 質問について選択され

た番号の平均値である.「変化」欄には1976年 か ら1981年 にかけての数値の増減 を「↑:増加」

「↓:低 下」「→:横 ばい」で示 した.

この表から次のことがいえる.①A～Cの 結果か ら能率給導入後,賃 率や作業配役に関する

組合関与や影響力が強まっている.② 能率給賃率は 「共同決定」で決められる.③Dか らわか

るように能率給導入以後,経 営管理に対する意識が強まった.④Eか らわかるように,賃 率の

決定を除いて組合による経営者への異議は少 ない.特 に職場規律 交替制に関して組合の異議

が少なくなった.

以上のように,第 二期か ら第三期にかけて組合は関与や影響力 を強めた.経 営者 も賃率決定

や人事配置に関 して 「共同決定」 という方式 をとり,経 営機能の一部を組合 に委ねている.し

かし必ず しも 「労働者優位」 とは言えない.ま た,経 営管理意識の強まりや職場組織の異議の

少なさが 目立ち,第 二期 よりも職場規制が後退 している面がある.

4.労 働 争 議

4.1他 産業 との比較

労働 争 議 に は ス トラ イ キ の ほ か,残 業 拒 否,順 法 闘 争,怠 業 な どが あ る.石 炭 産 業 で もス ト

ライ キ の ほ か,残 業 拒 否 や 怠 業 は しば しば発 生 す る.し か しこ こで は統 計 的 に扱 い や す く,最

12)表4に 掲げた六項 目以外の経営事項は次の通 りである.整 理解雇 福利厚生,請 負業者の入坑,勤 務時

間の割振,人 件費,賃 金補償 に関する問題,採 用,昇 進,長 期 的経営戦略,短 期的経営戦略
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図2(a)ス トラ イ キ 件 数 と(b)労 働 損 失 日数 の 産 業 間 比 較(1947年 ～83年)

(出所)National Statistics, each year

(注)1:参 加 者10人 未 満,損 失 日数100日 未満 のス トライ キ は含 まれ ない 。 そ の他,政 治 目的 の ス トライ キ

も含 まれ て い ない 。

2:製 造 業 は 「機械 」 「金 属 」 「造 船 」 の三 部 門 の合 計 であ る 。

■ その他

■ 製造業

口 石炭産業

も一般的な争議手法であるス トライキを中心 に考察する.

図2は イギリスにおけるス トライキ件数 とス トによる労働損失 日数を産業別(石 炭産業,製

造業,そ の他)に 示 したものである.

左図のス トライキ件数をみると,石 炭産業では戦後から増加傾向を示 してお り,ま た全産業

に占める割合 も高い.1957年 にピークに達するが,そ れ以降は徐々に減少する.逆 に1960年

代後半から製造業の占める割合が高 くなる13).右図の損失 日数についてみてみると,石 炭産業

ではス ト頻度の高い1960年 代 までの期 間にはそれほ ど多 くない.1960年 代半ば以降をみる

と,1972年 と1974年 には日数が急上昇 した.い ずれもNUMに よる全国ス トが決行された年

である.製 造業では1960年 代後半か らス ト件数の増加 と比例するように,損 失 日数が増加 し

ているのがわかる.

ス ト件数 と損失 日数の関係性は産業ごとに異なる.製 造業では,1960年 代半ばを境にス ト件

数 と損失 日数がともに上昇 した.石 炭産業では同時期 を境にス ト件数は減少 し,損 失 日数は突

発的な上昇を示す傾向がみ られる.

4.2労 働争議 の変化

石炭産業ではなぜ前節で述べたような争議傾向になったのであろうか.三 つの時期区分ごと

にその傾向を考察する.な お図3は 研究対象期 間の石炭産業における争議動向を示 したもので

ある.二 本の折れ線は「一件あた りの争議平均参加者数(■)」「一件あた りの争議平均期間(▲)」

13)NCBは 雇用省にス トライキを報告する義務 を負 う.民 間企業の使用者 にはこの ような義務 はないため,

石炭産業 ではス トライキ件数が突出 したという指摘 もある(Clegg(1979),邦 訳194頁).
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図3石 炭 産 業の 争議参 加 者数(左 軸)と 争 議期 間(右 軸)の 推 移

(出所)National statistics, each year及 びAshworth(1986),pp.678-80.

(注)平 均参加者数=年 間参加者数/年 間争議件数 平均期 間=年 間損失 日数/年 間参加者

数/年 間争議件数 より推定 した。

を表している.さ らに争議規模を把握するための指標 として,「 一炭鉱あた りの平均労働者数」

を示 した.

(a)第 一期(1947～57年)

この時期の団体交渉制度は炭鉱ごとに分断化 されてお り,切 羽労働者の賃金 は出来高給で

あった.こ のような交渉制度と賃金制度のもとでは職場争議が頻発することが指摘 されてい

る14).ま た職場争議は一般的に少人数 短期間という特徴 をもつ.

図3は このような考え方を支持する結果 となっている.1949～65年 にかけてその推移 をみ

ると,一 件あた りの平均参加者数は200人 程度,争 議期間は2～3日 程度 となっている.一 炭鉱

あた りの労働者数は500～700人 程度であ り,概 して 「職場内,短 期間」争議であると推測され

る.

さらに原因別にみると,出 来高賃率を原因とする争議の割合が圧倒的に多い.1947～51年 の

賃金に関する争議は年に400～500件 で全件数の約50%で ある(Baldwin(1955),p.76.).

(b)第 二期(1958～78年)

第二期の争議の特徴は1969年 を境に大きく異 なる.そ れ以前の争議の特徴 は図3か らもわ

かるように,小 規模 ・短期間で,第 一期 と変わらない.こ れは切羽労働者の賃金が依然として

出来高給であ り,炭 鉱 レベルの賃金交渉が残 されていたか らである.

しか し1969年 以降,争 議の特徴 は変化 を見せ る.図3か ら参加者数 と期間が突出 している

のがわか り,そ れ以前 とはその特徴が明確に異なる.こ れは1969年 と1970年 の地域ス ト,さ

14)Clegg(1979),邦 訳200-209頁.



らに1972年 と1974年 の全国ス トといった大規模ス トの影響による.特 に二度の全国ス トは

NUM内 部の左派グループを中心とした強力なリーダーシップの もとで展開された.

原因別では1959～65年 までをみると賃金関連の争議が毎年400～500件 程度で,約 半数を占

めていた.し か し1960年 代後半～70年 代には50～60件 程度(割 合では20～30%)に 低下 して

いる.逆 に,1960年 代後半か ら作業組織や懲戒問題などに関する争議件数の割合が増 え,約 半

数程度を占めるようになった15).

(c)第 三期(1979～83年)

第三期は能率刺激給の導入 と交渉単位の分断化により,第 一期 と同様に 「小規模,短 期間」

の傾向を示すことが考えられる.し か し図3が 示 した結果はこのような考え方を棄却するもの

となった.図 か らわかるように,第 三期では参加者数が炭鉱規模 を超えているか らである.ま

た年を追 うごとに増加傾向にあることもわかる.

原因別にみれば,や はり賃金関連の争議が増加 した.1979年 の賃金関連の労働損失 日数水準

は能率給導入直前の1977年 の約4倍 である.し か しこの上昇 は導入直後のみの一時的な動 き

であ り,そ の後賃金関連の争議は徐 々に減少 している(MMC(1983),Vol.1,p.189.).

第三期の争議傾向は賃金交渉 との関連性か らは説明できない要因がある.そ れは1981年,

1983年 に大規模 な合理化案がNCBに より発表され,NUM左 派グループは地域ス トを展開 し

たからである.特 に合理化対象地域であるスコッ トランドやサウス ・ウェールズでは合理化反

表5団 体交渉制度 ・賃金制度の変化と労使関係への影響

第 一期

[1947～57年]

第 二期

[1958～77年]

第 三期

[1979～83年]

団体交渉と賃金制度

[交渉]

分散的交渉(炭 鉱レベル)

[賃金]

出来高給

[交渉]

集権的交渉(全 国レベル)

[賃金]

時間給

[交渉]
一部,分 散的交渉

[賃金]

時間給+能 率刺激給

職場交渉 ・職場規制

[特 徴]
・賃上げ 「要求」が多 い

・労働者の 「交渉優位性 」

[特 徴]
・賃金関連の交渉頻 度が減少

・交渉事項 は職場 問題全 般を扱 う

「要求」か ら 「異議」 「拒否」へ

[特 徴]
・能率給 の賃率 は労使 間の 「共 同決

定」
・経営管 理強化 と労働 組合 に よる

職場規制の後退

労働争議

[傾 向]
・争議発生頻度が上昇

・概 して小規模 ・短期 間

[主 な理 由]
・賃上げ要求

[傾 向]
・争議発生頻度が低下

・大規模 ・長時 間の指令 ス ト

[主 な理 由]
・賃上げ要求

・懲戒問題

・管理 ・監督 問題

[傾 向]
・争議発生頻度 は低 い

・中規模 ・短時 間,規 模が年 々巨

大化

[主 な理 由]
・合理化反対運動

(出所)筆 者作成.

15)第 二 期 の 原 因 別 争 議 デ ー タ は 断 片 的 で あ る.1959～65年 のThe Ministry of Labour Gazette及 び

1969～72年,1975,1976年 のDevelopment of Employment Gazetteを 参 照 した.
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対ス トが頻発 した.図3の 第三期の争議傾向はその対立が年々激化 したことを物語っている.

5.結論 論

本稿ではイギリス石炭産業における賃金制度や団体交渉制度の変化により職場交渉や労働争

議 にどの ような影響が及んだのかを分析 した.表5は その分析結果 を一覧表に したものであ

る.職 場交渉や労働争議への影響 を時期区分 ごとにまとめれば,次 のようになる.

第一期では出来高給 分散的交渉の もとで職場 レベルでの賃金交渉が活発化した.ま たその

交渉が解決 しない場合には職場争議に発展する.よ って賃金関連の争議割合はこの時期 には高

い.ま た石炭市場で需要超過,労 働市場では供給不足の状態が続 き,交 渉 ・争議過程における

労働側の交渉力や影響力が強 く,「労働者優位」であったといえる.

第二期に入ると,時 間給,集 権的交渉 となる.こ のような制度下で職場 レベルの賃金交渉は

減少した.し か しNUM職 場組織は職場問題 を幅広 く取 り上げる活動をしている.こ うした変

化は職場活動範囲の拡大 と捉えられる一方で,強 大化する経営権への反発 とも考えられる.労

働争議では職場 レベルの争議件数が減少 した.こ れは賃金交渉が集権的交渉に移行 したことや

炭鉱調停委員会を通 じた紛争処理が整備されたことに起因するが,争 議件数の減少 自体は労働

運動の停滞を示す ものではない.第 二期の争議の特徴は大規模 ・長期間であ り,産 業全体か ら

みれば労働運動の高揚期 と位置づけることができる.

第三期は時間給 と能率刺激給が並立 し,職 場 における賃金交渉が復活 した.こ れにより,賃

率や作業配役の決定について組合の関与は強まった.し か しその決定は 「労働者優位」ではな

く,そ の点で第一期 とは異なる.他 方で,経 営者の管理意識の高まりなど 「経営管理の強化」

の兆しもみられる.労 働争議は,第 二期ほど大規模ではないが,中 規模程度で,年 々規模が大

きくなっている.こ こからはNCBの 合理化案への反対運動が地域単位で広が り,そ の対立関

係が次第に高まっていることが窺える.

以上を踏 まえた上で,機 械化の進展による労使関係のパワーバ ランスへの影響について結論

を導き出す.木 村(2005)で は機械化によるスキルの解体や要員削減 さらに監督機能の強化

などが原因とな り,パ ワーバランスは経営側へ傾いたと述べた.そ れは石炭産業が超過需要か

ら超過供給に転 じ,採 炭機械がフルセ ット化 された第二期以降に顕著 となる.

第二期における監督職制との諸問題や懲戒問題に関する紛争の頻発はこうした変化に対する

職場組織の反発であるといえる.こ れは職場規制,職 場交渉におけるNUMの 重要性を示す と

ともに,職 場組織が守勢 に転 じたことの徴候 ともみることができる.し かし産業全体の労使関

係 に目を転ずれば,第 二期の集権的交渉の確立によってNUM全 国組織の統率力は高 まり,二

度 にわたる全国ス トで勝利を収めた.こ うした労働者の連帯は職場組織の後退を補いうるもの

だといってよい.
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第三期になると,パ ワーバランスの経営側への傾斜は職場内において一層明確 となる.本 稿

では能率刺激給の導入にともなう職場組織の関与の強まりを指摘 したが,こ れはあくまで短期

的な変化に過 ぎない.更 なる要員削減 と経営機能の強化 により長期的には職場組織の後退につ

ながった.し かも賃金交渉の分散化 により,第 二期にみられたような労働者連帯は分断され,

全国組織の統率力 は削がれた.こ うした連帯感の喪失はNCBに よる更なる合理化攻勢に対 し

てNUMが 完全に主導権を失うきっかけとなった.

以上のように,全 般的に機械化の進展は経営者優位に作用 した.し か し,団 体交渉や賃金管

理などの制度的条件を加味すれば必ず しもそうとは限らない.第 二期と第三期ではともに職場

組織の後退局面であったにも関わらず,全 国レベルの組合労働運動は異なる展開をみせた.つ

まり第二期では炭鉱労働者の連帯の もとで全国規模の運動が展開されたが,第 三期ではNCB

による合理化攻勢に対 し,地 域ごとに分断化 された運動にとどまった.こ のような職場活動 と

労働運動の 「ね じれ」関係は示唆的であり,今 後のイギリス労使関係を展望するうえで重要な

事例 といえる.

謝辞:本 稿,特 に第3章 を執筆するにあたり,キ ングス トン大学のクリスティン ・エ ドワーズ

教授 には調査記録や関連資料を提供 していただき,ま たこれ らの資料に関する不明な点につい

て丁寧な説明をくださった.記 して感謝 します.な お,あ り得るべ き誤 りはすべて筆者の責任
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